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謹啓 

時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素、協会運営につきまして格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、3 月 25 日、国土交通省のホームページ及び別添文書（国総建整第 302 号「公

共事業労務費調査(平成 22 年 10 月調査)の実施報告について）」をもって、みだしの件

につき公表されました。 

今回の公表結果を見ますと、平成 20 年後半から続く経済情勢の悪化や公共工事予算

の大幅な削減などの影響によって、公共事業労務費調査の対象となっている職種のほと

んどが前年対比でマイナスとなっており、同じく、「交通誘導員Ａ（検定１・２級資格

保有者）」及び「交通誘導員Ｂ（検定無資格者）」についても、平均 0.7％のマイナスと

いう結果でありました。 

具体的にみると、「交通誘導員Ａ」は 21 県で上昇し、24 県で下落、「交通誘導員Ｂ」

では 16 県で上昇、26 県で下落となっており、地域別では、関東地区の多くが上昇し、

東北及び中部地域の下落が目立つ結果となりました。 

このように、ほとんどの職種が下落しているうえ、公共工事予算の削減傾向に変化が

見られないことから、工事受注における更なる競争の激化が予想され、警備料金の折衝

においても厳しい状況が想定されますが、適正な料金確保に向けて今後より一層、関係

機関及び取引企業等に強く働きかけるとともに、引き続き業界を挙げて労務費調査に対

し適正に臨み、労務単価向上への努力を続ける必要があるものと考えます。 

つきましては、全警協では、来年度も各県への支援を行っていく方針であり、各協会

におきましても、本問題の重要性をご理解のうえ、労務単価向上へ向けた積極的な取組

みを続けていただきますようお願い申し上げます。 
謹白 








